


序　　　　　文

　パラグァイ共和国は、1989 年の民主政権の発足以降、市場経済化を進めており、1995 年には

南米南部共同市場（メルコスール）に加盟、メルコスールの中で、域内関税の撤廃等貿易自由化

を促進してきています。しかしながら、域内のブラジル、アルゼンティンから安価な農産加工品、

工業製品等の輸出圧力を受け、経済基盤の脆弱化、雇用機会の縮小の危機にさらされているのが

現状です。

　こうした背景の下、パラグァイ共和国商工省は中小企業の経営者、管理者の能力向上を図るた

めに日本政府の協力を仰ぐこととし、専門家チーム派遣協力の要請がなされました。

　この要請を受け、その内容を詳細に把握すること、また我が国が実施するチーム派遣のシステ

ムを十分に説明し、双方の意見調整と協議を行い、合意に至ることを主な目的として、国際協力

事業団は平成 13年 12 月 10 日から 19 日まで事前調査団を現地に派遣しました。

　事前調査団は上記の業務を実施し、パラグァイ共和国側と合意に至った内容をメモランダムに

取りまとめました。本報告書は調査団の調査結果を取りまとめたものであり、今後の対パラグァ

イ協力の実施に資することを目的としています。

　最後になりましたが、本調査団の派遣に際し、ご協力とご支援を頂いた内外の関係者の皆様に、

心から御礼を申し上げます。

　平成 15 年１月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際協力事業団
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事　　鈴木　信毅
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第１章　調査団派遣の概要

１－１　調査団派遣の経緯

　パラグァイ共和国（以下、「パラグァイ」と記す）は、1989 年の民主政権の発足以降、市場経

済化を進めており、1995年には南米南部共同市場（メルコスール）に加盟、メルコスールの中で、

域内関税の撤廃等貿易自由化を促進してきている。

　しかしながら、現状では比較競争力のある輸出品目は綿花、大豆など一部の農産物に限定され

ているため、域内のブラジル、アルゼンティンから安価な農産加工品、工業製品等の輸出圧力を

受け、競争力のない農業部門、及びその他産業の衰退、雇用機会の縮小の危機にさらされている。

　こうした背景の下、パラグァイ政府は1999年11月に国家計画を発表した。このなかで現状の

打開及び工業の振興がもたらすであろう雇用の創出による社会の安定化に着目して、全企業の

９割を占める中小企業支援政策の策定、零細企業の強化、生産組織への支援等を打ち出した。ま

た、工業発展の基盤である人的資源の充実、アグロインダストリー振興による農業との連携、製

品の高付加価値化の推進等を担う中小企業育成に必要な技術者・経営者の育成を危急の課題とし

ている。

　また、我が国がメルコスールにおけるパラグァイの経済競争力強化をめざして実施した経済開

発調査（通称EDEP：2000年12月終了）においては、パラグァイがめざすべき方向性として、生

産者と加工者をうまくリンケージさせた生産性の向上を図る「クラスター」戦略を中心に、製品

の品質管理、認証、検査の徹底と研究開発による製品の差別化、輸送インフラの整備及び一般競

争力（人材育成、制度金融、輸出振興、投資誘致）の向上を図ることが提言されている。これら

戦略の担い手は民間企業であるため、EDEPの提言を実現するためには人材育成を通じた中小企

業の強化が不可欠である。

　上記の経緯から、パラグァイ商工省は中小企業の経営者、管理者の能力向上を図るため、①企

業経営・生産管理技術コースの定期的実施及び企業経営及び技術向上に関する助言と指導、②中

小企業に対する生産技術移転セミナーの開催（経営管理、適正技術管理、金融支援政策の活用）、

以上２項目を中心とする専門家チーム派遣について日本政府に要請を行った。

１－２　調査の目的

　パラグァイ政府より要請のあった、中小企業活性化のための指導者育成計画に関する専門家

チーム派遣を通じての技術協力について、協力対象分野の現状を把握するとともに、パラグァイ

側の要請内容及び実施体制を確認し、協力の目的・内容及び活動計画についてパラグァイ側関係

機関と協議し、合意を形成する。
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１－３　調査団の構成

１－４　調査日程

　調査期間：2001 年 12 月 10 日～ 19 日

担　当 氏　名 所　　　属

総括／協力企画 吉田　憲 国際協力事業団　中南米部　南米課　

市場調査 瀧　　滋 エクセルインターナショナル　顧問

企業経営管理 田口　力 日本人材マネージメント協会　幹事

日順 月日 曜日

１ 12/10 月

２ 12/11 火

３ 12/12 水

４ 12/13 木

５ 12/14 金

６ 12/15 土

７ 12/16 日
８ 12/17 月
９ 12/18 火

10 12/19 水

日　　　程
11:10 アスンシオン着（RG-8902）
14:00 JICAパラグァイ事務所表敬
15:00 大統領府企画庁訪問
17:00 在パラグァイ日本国大使館表敬
09:30 商工省表敬
10:30 商工省・商工省中小企業支援センター（CEPAE）

協議
14:00 ドイツ技術協力公社（GTZ）面談
15:30 PROPARAGUAY面談
17:00 日本・パラグァイ職業能力促進センター（SPP-PJ）

との意見交換
08:00 パラグァイ工業連盟（UIP）訪問
10:30 中小企業訓練センター（CCPyMI）訪問
午後 エンカルナシオンへ移動

途中、民間企業イタプア生産者連盟㈱（UPISA）
視察

08:00 JICAエンカルナシオン支所表敬
09:30 農協団体Colonias Unidas訪問
11:30 商工省エンカルナシオン地方事務所訪問
午後 アスンシオンへ移動
08:00 CEDIAL（経営コンサルタント会社）訪問
09:00 商工省協議
14:00 米州開発銀行（IDB）訪問

団内打合せ・メモランダム作成
団内、JICAパラグァイ事務所との打合せ・メモランダム
作成
団内打合せ・メモランダム作成
メモランダム協議（商工省）
メモランダム作成・署名、UIP訪問
09:00 在パラグァイ日本国大使館報告
10:30 JICAパラグァイ事務所報告
16:30 アスンシオン発

宿　泊

アスンシオン

アスンシオン

エンカルナシオン

アスンシオン

アスンシオン

アスンシオン

アスンシオン
アスンシオン
アスンシオン

アスンシオン
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１－５　主要面談者

（1）商工省　　　

Dr. Fernando R. Villalba 工業担当次官

Ing. Leopoldo G Ostertag 企業振興局局長

Ing. Sonia Gonzalez    　　　　 工業政策局長

Arq. Anibal Gimenez Kullak 　　 国際協力担当調整員

進藤　洋　　　　　　　　　　 派遣専門家（商工政策アドバイザー）

（2）商工省中小企業支援センター（CEPAE）

Ing. Peirat                　　 所　長

（3）PROPARAGUAY

Lic. Carlos Cespedes    　　　　 中小企業担当局長

（4）パラグァイ工業連盟（Union Industria Paraguaya：UIP）

Ing.Luis Lima       　　　　 副会長

Dr. Juan C Urbieta　　　　　　　 企業サービス部　部長

Dr. Jorge Vazquez　　　　　　　 企業連携プログラム部　部長

Ing. Eduardo Felippo 財務担当

（5）中小企業訓練センター（CCPyMI）

Lic. Olga Benegas de Ayola 　　　 所　長

（6）民間企業　イタプア生産者連盟㈱（Union de Productores de ITAPUA S.A.：UPISA）

Ing. Irineo Engelmann　　　　　 理事長

Ing. Andres Taoka       　　　 部　長

Sr. Rene Gerhard        　　　 管理課長

（7）農協団体　Colonias Unidas

Ing. Werner Gallaz 教育訓練・PR 担当理事
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（8）商工省エンカルナシオン地方事務所

Lic. Diana Von Konobloch  　　　 所　長

Lic. Arnaldo Acosta　　　　　　　 所　員

（9）経営コンサルタント会社　CEDIAL

Ing. Jose Rivarola Oneto　　　　　 社　長

Ing. Hernan Ramirez　　　　　　　 国際協力部長

Lic. Maria de los Angeles Duarte　　 ユーロセンター調整員

（10）大統領府企画庁

Sr. Mario Ruiz Diaz　　　　　　　 局　長

中内　清　　　　　　　　　　　 派遣専門家（開発計画）

（11）ドイツ技術協力公社（GTZ）

Sr. Wolfgang Schutt　　　　　　　 GTZ プロジェクト調整官

（12）米州開発銀行（IDB）

Sr. Alberto de Egea        　　　 中小企業担当官

（13）日本・パラグァイ職業能力促進センター（JICAプロジェクト方式技術協力実施機関：SPP-PJ）

Ing. Arnaldo Maciel        　　　 所　長

高中　克明　　　　　　　　　　 リーダー

加藤　隆久　　　　　　　　　　 派遣専門家（電気）

中野　亜求了　　　　　　　　　 派遣専門家（電子）

廣住　清　　　　　　　　　　　 調整員

（14）在パラグァイ日本大使館

伊藤　庄亮　　　　　　　　　　 大　使

竹村　剛志　　　　　　　　　　 書記官（技術協力担当）

（15）JICA パラグァイ事務所

山口　公章　　　　　　　　　　 所　長

野口　京香　　　　　　　　　　 次長（技術協力担当）
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石川　剛生　　　　　　　　　　 所　員

平井　孝文　　　　　　　　　　 所　員

（16）JICA エンカルナシオン支所

早川　哲也　　　　　　　　　 所　員
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第２章　調査結果の要約

２－１　調査結果概要

　本調査団は2001年 12月 10日から19日までパラグァイ側関係者との協議及び現地調査を概要

以下のとおり実施した。

　現在、パラグァイにおける中小企業振興政策は、付加価値の高い差別化製品を扱う農産加工の

輸出に力点を置いた「クラスター」モデルの振興を経済開発戦略とするパラグァイ経済開発調査

（EDEP、JICA の開発調査によって実施）、及び同調査に基づいて策定された社会経済開発戦略

（PEES）に基づいて実施されている。このような戦略ラインにおいて重要とされる支援対象の中

小企業は、短期・中期的な輸出ポテンシャルを備える企業、並びにこれらに連携した関連企業（プ

ロバイダー、コンサルタント、訓練機関、卸売業者等）である。

　PEESの推進にあたっては、米州開発銀行（IDB）が主たる出資者（1,000 万米ドル）として展

開するSDE（企業開発事業）がある。同事業は中小企業の技術獲得と革新の支援をひとつの目的

とし、また、その実現のために必要な企業の研修ニーズを明確化し適切なサービスが得られるよ

う、研修サービスの供給者である民間部門の強化及び活性化を同時に大きな目的としている。同

事業はプロジェクトの正式名称を「中小企業（PyMES）振興計画」と称し、プロジェクト番号か

ら俗に「PR-100」と呼ばれる。現在、国会での承認を待っている状態である。

　同プロジェクトの特徴は、パラグァイにおける従来型の、企業に対する直接的な資金援助によ

る支援とは異なり、中小企業開発の仕組みづくりに対する支援という構造的な援助に転換したこ

とにある。また従来、行政機関及びその下部組織が中小企業支援のためのサービスを供給してき

たが、このシステムも変更され、民間部門がその供給者として位置づけられる。すなわち政府は、

方針と政策の策定に限定し、その実施は民間部門が行うという明確な線引きがなされている。

　今回、パラグァイ国商工省から日本国政府に対して協力要請があったのは、中小企業育成のた

めにその経営者を育成することである。それは上述のように研修サービスに関する供給機能の強

化にかかわる事項であり、その供給の仕組みを含めた全体の構造が転換されたばかりという事情

から、日本国以外からの支援協力についても効果的に実行されるべく、商工省において諸外国か

らの援助が適切に遂行されるように調整する部門との連携が必要であると同時に、実際に研修

サービスを供給する民間部門への直接的支援が必要であると判断する。すなわち政府機関は上述

のとおり、実際に研修サービスを供給することができなくなったため、今回の要請に基づいた支

援を行うにあたっては、その具体的な実施機関である民間部門の適切な組織と協同することが求

められる。

　したがって、本プロジェクト「中小企業活性化のための指導者育成計画」は、実施機関として

商工省並びに民間企業を組織しているパラグァイ工業連盟（UIP）とすることが最適であると判
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断した。後者のUIPを実施機関とすることについては、本調査団の調査対象組織への訪問から得

られた情報を総合的に判断して決定したものである。

　この結論案については、商工省のJICAプログラム担当であるAnibal Gimenez Kullak氏と事前

協議のうえ、同省工業担当次官のFernando R. Villalba氏と面談・協議して承認された。ただし、

UIPについては本プロジェクトの支援による具体的な研修サービス提供の実施機関の主体となる

が、研修プログラムの地方展開を視野に入れた場合や、政府の中小企業支援体制においては、UIP

のような仲介組織がほかにも存在しており、それぞれの組織が得意とする専門分野が異なってい

るので、本プロジェクトの実施においては必要に応じて他の機関で実施することも検討してほし

いとの次官からの要請を受け、次官と調査団との間で議論した結果、UIP以外の機関が実施する

必要性が生じた場合には、商工省・UIP・JICA専門家の３者によって協議して決定することで合

意した。

　上記を踏まえ、調査団は個別専門家チーム派遣「中小企業活性化のための指導者育成計画」に

係る技術協力の妥当性を確認し、協議・調査結果をミニッツ案及びプロジェクト・デザイン・マ

トリックス（PDM）案として集約した。また、12月 18日に、概要以下の合意事項をメモランダ

ムとして確認し、パラグァイ商工省次官（官房局長代理署名）との間で署名を取り交わした。

２－２　合意事項の概要

２－２－１　実施機関

　商工省をカウンターパート（C／ P）機関とする。しかしながら、本件の具体的協力活動であ

る、研修コース実施を行うにあたり、商工省自身はその機能を有していないため、パラグァイ工

表２－１　パラグァイ工業連盟（UIP）と商工省中小企業支援センター（CEPAE）の比較

比較アイテム
運営担当責任者

教育訓練の方向

受　　講　　者

授　　業　　料

施　　　　　設

教　育　機　材

教育訓練部門

専 任 者 配 置
総 合 評 価

摘　　要
○方針明確、誠実
○強　化
×民営化の方向
○連盟の組織を通じ、そのまま募集に結び付けられ
る。
×CEPAEは零細企業を主に対象としている。
○民間部門であり、法的制限がない。運営上の責任が
とれる。
○市内にあり、交通の便が良く夜学が可能。
△市内から離れ、交通の便及び夜学は治安上からも
向かない。
△一応機材あり。
△コースを組織する体制がある。
　（　）は総職員数。
×CEPAEは、予算がない。

UIP CEPAE
○ ×

○
×
縮　小

○ ×
中小企業 零細企業

○ ×

○ △

△ ×
△ ×

２名（18名） （６名）
○ ×
○ ×
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業連盟（UIP）を関係協力機関とし、商工省、UIP の代表及び長期専門家から成る運営委員会の

場で研修コース等本件協力の運営に係る協議を定期的に行うものとする。

２－２－２　協力期間

　2002 年３月 18 日から 2005 年３月 17 日までの３年間とする。

２－２－３　協力の目的

　中小企業者の能力促進のために必要な研修、セミナーを商工省、UIPが効果的に実施できるこ

とを本件協力の目的とする。

２－２－４　技術協力の範囲

　日本側は、中小企業の経営者、管理者の能力向上を図るために、①企業経営・生産管理技術コー

スの定期的実施、及び企業経営、及び技術向上に関する助言と指導、②中小企業に対する生産技

術移転セミナーの開催（経営管理、生産管理技術等）、以上２項目に係る商工省及びUIP その他

関係機関の活動を支援する。

２－２－５　日本側投入

　協力に必要となる長期派遣専門家の分野を「企業経営」及び「生産管理」とし、短期専門家の

指導科目はニーズ調査を実施したのち確定するものとするが、今回の調査の結果、主として財務

管理等の分野において派遣するものとし、各年度１～３名を目安とすることを確認した。

　日本での研修員受入れは原則として各年度に１名であることを説明し、研修受入分野などを専

門家と協議のうえで、計画することを依頼した。

　供与機材は、現地保有機材の状況等を確認したうえで、協力に不可欠となる主要機材を選定した。

２－２－６　パラグァイ側投入

　商工省、UIPに配属となる長期専門家に対し、少なくとも１名のC／Pが配置されることを確

認し、専門家の担当分野に合わせてC／P分野を定め、現時点での配置計画を確認した。また施

設、ローカルコスト負担について説明し、同意を得た。ミニッツ上では、本件のパラグァイ側コー

ディネーターは商工省から人材を選出のうえで配置し、企業経営、生産管理等研修科目ごとの

C／ Pは UIP から出されるものとする。

注：ミニッツ署名はパラグァイ商工大臣と JICAパラグァイ事務所長との間で 2002 年３月 18 日

　　に行われた。
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第３章　調査・協議内容の詳細

３－１　先方実施体制

　本プロジェクトの支援内容は、パラグァイにおける中小企業経営者の育成を通じた中小企業経

営及び生産管理技術の向上と普及であり、ひいては中小企業の振興を通じた同国産業の活性化を

目的とするものである。その具体的な活動としては、主として企業経営者などの経営幹部を対象

とした教育訓練コースやセミナーを現地のニーズに合わせて開催することと、現存する同様の教

育プログラムに対して、それらを強化するために支援することである。

　この限りにおいては、教育研修プログラムを提供している供給者として最適な組織と考えられ

るパラグァイ工業連盟（UIP）が、主たる実施機関の１つにあげられる。また商工省は前述のと

おり、政府が直接、教育研修プログラムを提供できないので、狭義の支援プログラム内容、つま

り具体的なセミナー開催などのプログラム展開における実施機関とはならない。

　しかしJICAが実施したパラグァイ経済開発調査（EDEP）で提言され、政府の方針として掲げ

る「クラスター」戦略を支援するためにも、当該分野における中小企業を支援する政府関連組織

との連携が必要になるケースが想定される。現在、大統領府企画庁と商工省が考える重点分野は、

EDEPで提案された６つのモデルクラスターのうち、フルーツ、野菜、配合飼料、コットンクラ

スターの４つであり、その形成強化のための支援をしてほしいとの要請も会議の場で提起された。

　したがって、本プロジェクトの主たる実施機関はUIPとするも、他の組織との連携などについ

ての政策面での調整も必要であり、かつ諸外国からの支援との整合性を図り、本プロジェクトを

効果的たらしめるためにも、商工省のイニシアティブが求められる。そのためミニッツ案にも記

されているとおり、広義の意味においての本プロジェクトの実施機関として商工省が含まれるこ

とになる。

　商工省、UIP の組織・事業概要は以下のとおりである。

３－１－１　商工省

　商工省（図３－１参照）は大きく商業と工業の２つの分野に分かれ、本件は工業担当次官であ

る Fernando R. Villalba 氏配下の諸外国援助機関からの支援プログラムを調整するコーディネー

ターの１人で JICAプログラム担当のAnibal Gimenez Kullak氏がC／Pとなって実行される（３

－２－１参照のこと）。
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３－１－２　パラグァイ工業連盟（UIP）

　国内の会議所、協会、連盟など 54 の団体で組織される非営利組織。政府機関の下部組織では

なく、独立した団体として活動している。

　UIPは自らの使命・役割について、「我が連盟のサービスをもって会員のニーズ・期待を満足さ

せ、国民の生活の質を向上させる。あらゆる変動のなか、人材の育成をもって人の思考を変革

し、効率性・効果性・競争力・能力開発をもって受動的な組織から能動的な組織への革新を促進

する。上記によってリーダーシップを向上し、国家経済、政治、社会を改善する」としている。

　同連盟の会員は同業者で構成する協会などの組織と、個別の企業（単独加盟）から成る。同連

盟を構成する協会などに加盟している会員、すなわち民間企業は中小企業（従業員 10 ～ 100 人

程度）が中心でその数は約600社になる。政策の面で会員の方針を代表するといった組織の活動

において重要な役割を占めつつある。

　スタッフは 18 名で全員が常時雇用者。訓練部門の部門長がC／ Pとして任じられる（詳細は

３－２－２を参照）。

３－２　各訪問先における協議内容

３－２－１　商工省

　商工省は大きく商業と工業の２つの分野に分かれ、本プロジェクトの要請は工業担当からなさ

れた。工業担当は、同担当次官であるFernando R. Villalba氏以下、４つの局を柱として活動して

図３－１　商工省の組織図�

商工大臣�

商業次官�工業次官�

中小企業支援センター�
（CEPAE）�
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いる。Villalba氏は調査団との初会合の場で、JICAの技術協力によって実施されたEDEPによっ

て提起されている、パラグァイの国際競争力強化に資する開発戦略と整合性のとれた国際協力を

評価し、EDEP で提言されている「クラスター」戦略の実現においても、その中心は民間部門に

置かれるが、民間部門の戦略提携がないため、所定の産業の枠を超えた「クラスター」を形成す

るには、政府と民間部門との協同及び相互支援が不可欠となる。政府としては民間部門の主体間

の連携を促進するという役割も重要になってくる、と述べた。

　同氏はドイツ技術協力公社（GTZ）など諸外国からの支援についても、民間部門との共同作業

という形で進んでおり、政府は方針や政策の立案を担当しその実施は民間部門で行うという大前

提が設定されていることを強調し、更に重要な政策として前述の「クラスター」の形成をあげ、

本プロジェクトにおいて「クラスター」分野の中小企業支援すなわち指導者の育成にも取り組ん

でほしいと要請した。

　商工省の中小企業支援政策は、諸外国からの支援の主体であるドナーの調整とプログラムの調

整になる。そしてその基本方針としてEDEPとの整合性がとれていることという条件が付いてい

る。すなわちGTZや米州開発銀行（IDB）、JICAなどによる支援は様々な分野に対して行われて

いるため、それらの重複や拡散を防ぐ必要がある。そこで「民間・公共協力コーディネーション」

と呼ばれる考え方の下、１つの目的について、その実現のためにどこの部分をそれぞれの支援プ

ログラムが担当するかを決めていく、というやり方をとっている。

　諸外国援助機関からの支援プログラムは、それを調整するコーディネーターが次官に直結した

形で配置されており、本プロジェクトはそのコーディネーターの１人で JICA プログラム担当の

Anibal Gimenez Kullak 氏が、C ／ P となって実行される。

　ちなみにGimenez氏は JICA及びGTZからの支援プログラムを担当し、同様な立場のコーディ

ネーターとしてRamon Maciel 氏がおり、IDB及び国連開発計画（UNDP）からの支援プログラム

を担当している。

　Gimenez 氏は、当初、C／ P組織として商工省中小企業支援センター（CEPAE）を推薦してい

たが、本調査団は調査の結果不適切と判断。その旨を協議の場で申し伝えたところ、衣類・縫製

産業の協会組織であるファッション・モード・センター（CEDEM）を候補としてあげた。

　本調査団は、CEPAEについてはスタッフ数などの組織体制、予算上の問題などのほか様々な問

題点が垣間見られ、またCEDEMに関連する業界に対象を絞ることは、日本側からの投入に対し

て有効なインパクトを及ぼすことができないと判断し、調査の結果最善と考えるUIPを推薦。工

業担当次官の採決により、本調査団の意向どおり UIP が主たる実施機関となった。
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３－２－２　パラグァイ工業連盟（UIP）

（1）訪問の目的

　商工省の関連機関 CEPAE の顧客とされている UIP の立場から CEPAE に対する評価を引

き出すと同時に、産業界の教育ニーズを探る。

（2）財政概要

　主たる収入源は教育・イベント事業及び会費であり、その比率はおおよそ７対３になって

いる。総収入の７割を占める事業活動収入のうち、見本市などによる収入が大きな割合を占

めている。教育研修プログラムによる収入は、１割弱にとどまる。これは研修参加費を実費

程度に抑えているため、収益への貢献は少なくなる。ただ同種の団体が無料で研修を提供し

ているのに対し、UIPは基本的に受益者負担を参加者に求めており、有料コースに見合う内

容を提供しているという自負がある。また参加者にとっても有料コースにおいては、研修プ

ログラムへの参画度合いが異なってくることは当然のことである。

（3）協　定

　1993 年、教育省と訓練分野で協定を結ぶ。1996 年には、①技術教育の企業委員会の設立

協定、②ビジャリカ職業訓練センターにて共有運営管理パイロットプラン導入協定、③アス

ンシオン市役所、セントラル県自治体、教育省、UIP 間で、専門高校共有運営管理導入協定

を締結。1999年、UIP、教育省、セントラル県自治体間で、専門高校 18校にかかわる共有運

営管理導入協定を結ぶ。2001年、企業家センター設立のため、国立アスンシオン大学のポリ

テク及び精密・自然科学科と協定を締結した。

（4）施設概要

　５階建てのオフィス・ビルを保有し、同連盟の事務所スペースがあるほか、別団体が同ビ

ルに入居している。30名から100名程度までのセミナー室５部屋のほか、120名収容の大講

堂を備えている。オーバーヘッドプロジェクター（OHP）、液晶プロジェクターなどの視聴

覚機材が完備され、様々な規模の会議や研修に対応できる。

　現在、ビルの２階スペースの約半分を改装中で、そこはGTZをはじめとした諸外国との共

同支援プロジェクトの専門家のためのスペースとして、ブースで仕切られた空間になる。本

プロジェクトによって派遣される長期専門家の執務スペースも、そこに用意される予定。

（5）訓練部門

　訓練部門は 1985 年に設置され、企業経営分野及び技術分野の２つの領域をカバーする。

前者は中小企業の経営管理を改善するため、主に管理者及び技術者向けに開催されるコース
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がある。後者は中級幹部から管理者層を対象として開催され、技術関連の知識の向上をねら

いとしている。関連組織の中小企業訓練センター（CCPyMI）でも技能訓練を実施している

が、UIP とは対象者が異なり、CCPyMI は中堅技術者を主たる対象として、知識教育という

よりは実地訓練を主眼としたコースを展開している。

　訓練部門の主たるスタッフは２名。前述のとおり同部門の部門長がC／Pに任じられる予

定。研修企画、講師との連絡、修了証書の発行などを行っている。講師は、外部講師 20 名

で構成される。それら講師がカバーする領域は、企業経営、原価管理、品質管理、財務管理、

人事管理、生産管理、物流、技術、安全・環境、企業法務、国際貿易の 11 領域である。

　研修の開催実績については、直近の５年間のデータで見てみると表３－１のようになる。

　また、最新のデータで見ると、2000 年９月から 2001 年８月までで 30コース、675 名の参

加者（163 社）になる。研修コースは、一般公開型（会員、非会員対象）のオープン・コー

スが開催回数全体の 43％、特定企業の訓練などクローズド・コースが残り 57％を占める。

また、研修コースの参加者は、会員が 40％、残り 60％が非会員である。　

　研修コースに対する参加者の評価では、企業経営や品質管理に関するコースへの評価が高

いとのこと。また会員からの要望としては、販売・マーケティング、在庫管理に関するコー

スの開催を望む声が多いという。

（6）地域活動

　1999年 11月から 2000 年７月まで、エステ市、コロネル・オビエド、ビジャリカにおいて

中級幹部の指導員育成プログラムを、2000 年８月から 11 月まで、エステ市、ビジャリカに

て若手リーダー育成プログラムを、2001年３月から７月まで、アスンシオン、グアイラ、ミ

シオネス、セントラル県にて販売・マーケティング関連プログラムなどを実施した。

（7）国際支援

　UIPには国際協力部門があり、GTZ及びIDBと連携してプロジェクトを進めている。GTZ

とは原則として商工会議所と特定産業の企業（このフェーズでは６社）を対象とした中小企

業のための計画を推進している。またIDBとの連携では、零細企業に信用と技術支援を供与

1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 計

コース数 40 18 25 21 30 134

参加者数 771 332 560 931 751 3,345

企 業 数 128 116 200 131 166 741

表３－１　直近５年間の研修開催実績
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するために IDB の資金を利用する UIP 工業基金がある。

　パラグァイの個別企業とヨーロッパの関係を振興するユーロセンター・パラグァイに対す

る支援も行っており、同プロジェクトを担当する非営利組織のコンサルティングファームで

ある CEDIAL は、UIP の保有するビルにオフィスを構えている。

（8）ヒアリング結果

　パラグァイ全国の各セクターの協会、会議所、組合など 54 団体と個別企業（工業）が加

盟する営利を目的としない同国工業界を代表する連盟である。

　連盟に加盟する協会、会議所、組合の会員である民間中小企業数は約 600 社（注１）であ

る。地方にも主要５都市（注２）に支所を有する。

　組織の使命は、「会員の要望、期待に応えることにより、国民の生活向上に資し、よって

国家に貢献することである」とある。

　意思決定機関としての理事会は、Guillermo Stanley 会長を含め、21 名から成る（注３）。

　18の部門委員会（注４）が構成され、その１つに教育訓練委員会がある。Luis Lima氏は、

副会長職にあり、教育訓練部門委員会を担当する。同連盟の財務状況は、純資産115万ドル

強を有し、安全性に問題なく、収益性も妥当であり、健全な運営を行っていると判断する（注

５）。

　まず、Luis Lima 副会長から主に教育訓練活動に関し、OHP による説明を受けた。

教育訓練活動：

①　その目的は、企業及び参加者が講義テーマの概念や技術を吸収し、競争力を付け

ることにある。

②　教育訓練は以下の２分野がある。

企業経営分野：中小企業の管理者対象（UIP の会員は工業に限定するも、教育訓練の

対象は工業に限らない）

技術分野：（CCPyMI が実施する）工場ワーカー、中間層対象の技術訓練コース

③　起業家センター設置のため、2001 年度に大学と連携協定を結ぶ。

④　教育訓練部は 1985 年に発足し、常勤２名である。

　設備は、120名用講堂、５教室、いずれもエアコン設備あり。視聴覚教育機材あ

り。

　外部教授陣は、企業経営、原価、品質、財務、人材開発、生産、物流、技術、安

全と環境、法務、貿易など 20 名をそろえているとのこと。
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⑤　2001 年（2000 年９月～ 2001 年８月）訓練実績

講座数　　：30 コース（公開 13 コース、特定会社対象 17 コース）（注６）

受講者数　：675 名（男 372 名、女 303 名）

受講企業数：163 社〔非加盟会社 97 社（60％）、加盟会社 66 社（40％）〕

　OHP後の面談から得られた情報として、UIPもCEPAEと連携して情報交換を行い、また、

企業診断を委託したりしている。ただし、主に零細企業の対応であり、中小企業については

実績がない。これまでのCEPAEの実績としては、企業設立手続きマニュアル作りやヨーロッ

パ共同体（EC）より靴製造の専門家を招へいし、企業相談をしている。

　産業界の教育ニーズは、データ的には示されなかったが当然需要は大きい。そのため、

1985 年に教育訓練部門を新設している。

　C／ Pとしての意思、代替する条件を備えているかについては、UIP は国内産業振興のた

めになることは、どのようにでも対応する準備がある、商工省や日本から講師を受け入れて

パラグァイ国中小企業のためになることを行うことは歓迎する旨を表明。

　管理運営については、授業コストを徴収し、UIPが引き受けることができる。（教育訓練に

ついては、政府は基本的に行わないことになっており、行った場合、授業料は徴収できな

い。この点でも CEPAE は難点がある。）

　UIP の収入源については、見本市、セミナー、会議等のイベント収入が70％、会員費その

他 30％である（アニュアルレポートで見ると、イベント収入 58％、為替差益・投資利益

19％、会員費 12％、授業料２％）。政府からの援助は一切受けていないとのこと。

　２回目の UIP 副会長との面談を 12 月 18 日に行った。

　当方からミニッツに関する商工省との覚書調印、及びUIPを主たる実施機関として選定し

た理由を説明し協力を要請した。これに対しJICAと商工省が合意できたことに満足してお

り、UIPとして協力する旨を表明、現在UIP が行っている教育訓練コースに、プロジェクト

の企業経営／生産性向上を統合し、良いコースにすることができると付言した。

　プロジェクトの期間、予算に関して質問があり、期間は2002年３月から2005年３月の３

年間、予算は未確定であるがプロジェクトの日本負担部分について説明し、専門家を派遣す

ることでC／Pに特別な費用負担を求めるものではないが、執務室や一緒に働く人など専門

家が仕事をしやすい環境を用意してほしいと答えたのに対し、他国との国際協力経験があ

り、どのようなものか分かっていると回答あり。

　３か月に１回運営委員会を開催することになっており、そのなかで専門家とパラグァイ国

中小企業の活性化について話し合っていただきたいとの申し出に対し、UIP研修部長は現在
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イスラエルへ旅行中だが、彼女と打ち合わせてほしいとのことであった。長期専門家はスペ

イン語ができるかとの質問に、長くスペイン圏で働いたスペイン語のできる人であると回答

した。

　面談後、UIP所有の５階建てビルを案内していただいた。ワンフロアはコンサルタント会

社 CEDIAL に賃貸しているが、他は UIP 用で、１階を事務関係に使用し、他のフロアーは

120 名収用の大講堂、５つの会議・研修室を備え、各室冷房設備があり、視聴覚機器もある

程度所有している。

　UIP事務所は市内にあり、交通面でも受講者にとって便利な位置にある。主に夜間授業に

なるが治安上も良い。

（注１）（「工業連盟は大中規模企業600社が後援する団体であるが、工業部門の代表機関

とされており、民間部門全法人団体の連盟FEPRINCOの活性化を促進する主要機関で

ある」とコンサルタント・ベニテス・コダス氏が 1992 年の報告書で引用）

　加盟会社数につき、質問を試みたが明確な回答は得られず、当方の600社の言及に

対してそのぐらいであろうとのことであった。なお2001年年報には、景気の極度の低

迷から当該期間に会員81社が退会、16社が新入会（正味65社減少）したと掲載され

ている。

（注２）グアイラ、サン・ロレンソ、カアアグアス、コロネル・オビエド、ピラールの５

地方支所を有する。ほかに地方の工業セクターの団体と連携している。

（注３）理事会メンバーは

会長 Ing. Guillermo Stanley、第一副会長 Lic. Gustavo Volpe、管理担当副会長 Juan

Angel Villagra、副会長 Ing. Luis Limaの４名のほかに、秘書役２名、財務２名、理事

５名、副理事５名及び監査役３名、合計 21 名から成る。

（注４）下記の 18 の部門委員会を組織している。

１．PR委員会

２．団体案件委員

３．国際関係委員会

４．密輸対策委員会

５．教育訓練委員会（Luis Lima 氏が委員長）

６．零細中小企業委員会
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７．見本市 EXPO2001 委員会

８．経済政策委員会

９．環境問題委員会

10．雑誌及び情報委員会

11．婦人委員会

12．青年委員会

13．工業厚生委員会

14．競争力強化委員会

15．連盟会則改革委員会

16．輸出問題委員会

17．プログラム委員会

18．法律事項に関する委員会

（注５）UIP の財務状況

　2001年（2000 年９月～2001年８月）アニュアルレポート41～ 42ページの貸借対

照表、損益計算書より分析。なお、すべて現地通貨グァラニ建てのため、１米ドル＝

4,350 グァラニでドル換算した。

１．安全性

　純資産（農地など）115万 7,809米ドル、流動資産（定期預金・有価証券など）

48万2,529米ドルを運用し、特に大口預金はドル建てとして為替切り下げリスク

をカバーしている。

　固定投資に48万9,519米ドルを運用、所有土地建物の評価26万7,709米ドルは、

立地等を勘案するとかなり低い（含み資産）と判断する。

２．収益性

流動比率＝　　　　 100％以上に対し 　　　　＝116％　超安全　　　　　　　

　　

固定比率＝　　　　 100％以下に対し 　　　　＝  42％　安全

流動資産

流動負債

674,098

5,808

固定資産

株主資本

489,519

1,157,810

総資本利益率＝　　　  10％以上に対し 　　　　＝ 16％　妥当

（総資本 1,163,617 ＝流動資産 674,098 ＋固定資産 489,519）　　　　　　　　　

総利益

総資本

187,207

1,163,617
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　総収入 58 万 2,143 米ドルに対して総支出 39 万 4,936 米ドルであり、総利益

18万7,207米ドルである。利益追求を目的とした団体ではないので、利益を出す

のにリスクがなければよしとすべし。

　EXPO2001の配当収入の金額ウエートが大きい。当年だけであれば一考を要す

る（EXPOは、毎年７月に開催される牧畜業と工業商業サービスで構成される当

地最大の見本市で、100万人が訪問する大イベントである）。会員費の収入が毎年

どうなっているか時系列的に調べる必要がある（2001 年は 65 社が脱会してい

る）。

　教育訓練部門は営業収入１万1,501米ドルに対して営業支出が１万8,651米ドル

で、年間7,150米ドルの赤字を出している（これに関し財務担当Eduardo Felippo

氏より、前期は収支相償っていたにもかかわらず当期は赤字になった旨の指摘を

受けており、適正な監査が行われている）。

（注 6）2001 年実施の 30 コースの内訳は、下記のとおりである。

１．在庫管理（特定企業対象）

２．危機時代のマーケティング

３．成功の７つの習慣

４．優れたサービス（特定企業対象）

５．同　上

６．販売技術（特定企業対象）

７．同　上

８．同　上

９．コスト分析ABC

10．販売技術

11．同　上

12．同上（会話法）

13．効果的監督

14．財務の基本

15．プロ販売のワークショップ

16．優れた顧客対応

17．女子の電話応対（特定企業対象）

18．食品加工上の品質

19．生産コスト計算
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20．零細企業の経営管理（特定企業対象）

21．クレームの電話対応（特定企業対象）

22．一般社員に対する財務

23．労働法

24．危機の時代の人材管理（特定企業対象）

25．食品加工の実務（特定企業対象）

26．同　上

27．市場調査

28．リーダーシップ（特定企業対象）

29．紛争の管理（特定企業対象）

30．戦略的計画策定

３－２－３　商工省中小企業支援センター（CEPAE）

　本調査団派遣前の段階では本プロジェクト実施機関候補の１つとしてあげられていたため、組

織体制や実施能力などについて情報を収集し、その判断材料とすることが主な訪問目的であっ

た。

　CEPAEはもともと商工省の一部局であったが、UNDPの出資による同省強化計画の一環として

1995 年９月８日、正に当国「工業の日」に設立された。その使命としては、「新しい企業経営の

コンセプト及び手法の導入による生産的なリーダーシップ・メンタリティーの振興、並びに特殊

法律、信用機関といった補足面での開発振興を通じた零細中小企業の設立、強化、成長のための

環境整備、及び支援構造の構築」を掲げている。更にその目的としては「国内、メルコスールに

おいて生産的かつ競争的なメンタリティーを企業家に芽生えさせ、既存の企業及び同業組合の強

化を求め、経済活動の活性化、資産及び雇用の創出につながる新企業の創設を振興する」として

いる。

　上述のように、その理念なり方針は言葉の上では素晴らしいものであるが、近年起こった商工

省の政権交代による内部の構造変化の影響によって、それまで高かった同省内部におけるCEPAE

の位置づけが格下げされることになり、そのことによって十分な予算があてがわれず、かつス

タッフもわずか６名という実情に見られるとおり、実際の活動については不活発といわざるを得

ない。また所長自らが「CEPAEは訓練機関ではない」と言い切っている。これは既述のとおり、

政府関連機関として直接教育訓練ができなくなったこともあり、これらを併せて考えると本プロ

ジェクトの実施機関としては不適切と判断せざるを得なかった。その判断に至る経緯について、

順を追って述べていきたい。

　CEPAEの設立当初は、若手の技術者らで組織が構成され、中小企業の相談窓口としての機能を
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果たしており、様々な指導をしていた。当初は２つの作業チームがあり、１つは全般的な相談を

受けるチーム、もう１つは分野別チームで構成されていた。分野別がカバーしたのは、木材、繊

維・縫製、金属加工、農産加工、皮革・靴の５分野。ただしこの分野別チームのスタッフはそれ

ぞれの専門家ではなく、ただ担当していただけという状態で、大切な分野であるにもかかわらず

成果があがらず、人件費などのコストがかかるばかりであった。

　1995 年の設立から 1997 年までの間に、実に３人の所長が入れ替わったという。1997 年に就任

した所長は、それまでの組織構造を改め横断的な組織とした。すなわちすべての分野に共通して

関係する「情報化」「訓練」「技術支援」「協働性」「信用支援」「市場」を横串として掲げ、活動の

強化に取り組んできたという。この６分野について、常勤のスタッフが１名ずつ配置されている。

　主たる活動は、こうした分野についての情報提供が中心であって、具体的な訓練活動、例えば

定期的な訓練コースを開催しているということはない。それは前述の規制に関係する理由のほ

か、プログラムを実施する予算がないためでもある。また企業から訓練などについての問合せが

あった場合は、保有するデータベースから講師を斡旋するという程度にとどまる。金融関係につ

いても同様で、資金を調達するのに必要な金融機関の情報をまとめる作業をしており、それを中

小企業に提供している。このほか会社の設立方法や税金の納め方、商標・デザイン及び特許の登

録方法などに関する指導が多い。

　他組織を訪問した際に、CEPAEに対する評価を尋ねた限りでは、その主たる対象となる企業の

規模は従業員５名以下の零細企業が中心であることが分かった。また所長のプレゼンテーション

全般を通じて発せられたメッセージは、前述したとおり、CEPAEは訓練機関ではなく情報提供を

活動の核とした、民間部門と公共部門、NGOを連携させるコーディネーション組織であるという

点である。

　しかし、プレゼンテーション内容について様々な質問を投げかけて深掘りしていくと羊頭狗肉

的な部分が明らかになることが多く、事実、プレゼンテーションに用いたスライドのコピーを要

求しても、あいまいな返事を繰り返すばかりで、訪問日から８日間リクエストし続けても、とう

とう提出されることはなかった。このことから推測するに、プレゼンテーションの中身も真偽の

ほどが疑われかねない。こうしたことによって、パートナーとはなり得ない組織であると判断さ

れた。加えていうなら、訪問を終え、帰り際に本プロジェクトに対して所長から、「現在の建物

は台湾の協力によって建てられたものである。この横の空いている敷地に日本協力でオフィスを

建ててほしい」と要求された。

３－２－４　商工省地方事務所（ORMIC）エンカルナシオン事務所

（1）訪問の目的

　商工省が研修の地方展開を希望していることから、地方事務所の実態を知り、研修実施主
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体としての能力、あるいは支援基盤としての体制が整っているのかを知る。プロジェクトの

影響が及ぶ範囲を地方にまで拡大するには、ORMIC の果たす役割が大きい。

（2）得られた情報

　商工省の地方事務所であり、パンフレットには本庁の地方分権化を通じて管理運営を改善

し、地方農産物に付加価値を付ける工業設立を推進し、地方の企業投資の推進窓口となり、

CEPAE を通じて技術支援を行うとある。

　商工省がもつ７つの地方事務所の１つエンカルナシオン事務所は、あまりに狭く、玄関入

口にいすを並べてヒアリング。職員３名。その間、訪問者もなし。事務所傘下の企業数（零

細、小、中に分けて）の質問に対し把握していない。（→ 1999 年、国連調査イタプア県産業

競争力診断報告書があると聞く）

　零細企業の教育訓練のニーズは強いが予算がない。CEPAEが手配したパン製造に関する訓

練コースも資金支援はなかった。CEPAEが管理するトレーニングバウチャーの地方委譲があ

れば、ローカル大学と組んで零細企業向け独自訓練コースを開設することができるが、

CEPAE はバウチャーは手放さないという。

　そのなかで、2001 年はローカル大学と共同で日曜４回コース／講演１回を行った。資金

は、地方企業が負担した。

　近隣の Cambyreta 農協“CANCOOP”の組合長同席。果物、野菜加工、養漁業など行いた

い。教育指導も必要であるが、起業資金援助の強い要望があった。

　商工省本庁は、研修の地方展開を希望しているが、エンカルナシオン事務所は、実態とし

て研修実施の人員・組織体制は整っておらず、対象としては零細企業が大多数を占め、中小

企業が応募するかおぼつかない。中小企業活性化のプロジェクトの効果性を考慮すれば、実

効のある教育訓練としては、第２ステージ以降に回さざるを得ないと判断する。

３－２－５　中小企業訓練センター（CCPyMI）

　本プロジェクト実施機関の候補の１つとして考えられていたため、その組織としての能力を探

るべく UIP における共同会議において所長らと会談後、センターに赴いて施設を見学した。ス

タッフは所長と５名の講師を合わせて６名。

　同センターは、UIPと商工省が協定を結んで、1995年に産業部門の技能訓練を主たる目的とし

て設置した共同機関であり、前者が施設を、後者が機材を提供。機材などについては台湾政府の

支援を受けている。

　主な訓練コースには、空圧制御、工業電子、旋盤、電気基礎、情報処理・パソコン修理、製図、

空調などがある。訓練コース開催実績は、2000 年９月～ 2001 年８月で見ると、一般公開コース
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には 150 名が、これから産業界に旅立つ専門高校生などを対象とした技術訓練コース（電子・工

業製図）には 266 名が参加している。

　一般公開コースでは、情報処理技術（コンピューターソフト開発など）、自動化技術、電子工

学についての評価が高い。今後は情報技術、特にインターネット関連のコースを充実させたいと

の意向があり、電子商取引やウェブデザインなどの先端的な分野における訓練を企画・実施して

いきたいとのこと。

　ただし、予算が十分にないため訓練設備が不十分であると見受けられるところが多く、かつ中

堅技術者を主たる教育対象者としたプログラムが大半を占めていること、さらに、市街地から離

れており、交通の便が他の候補組織と比べて良くないことなどから、本プロジェクトの実施機関

としては不適切と判断した。

３－２－６　農協団体（Colonias Unidas）

（1）訪問の目的

　農業協同組合の教育訓練に関する課題は何か、また、主な教育訓練ニーズはどのような面

かを探る。

（2）得られた情報

　イタプア県にある大規模農業協同組合で、1953 年設立。約 50 年の歴史をもつ。

　組合員は、2,930 世帯（家族を含めると約１万 2,000 名）。本部のほかに６支部を設け、大

豆、大豆油、大豆カス、牛乳、乳製品、その他を生産する。585 ～ 600 名の外部作業員を雇

用している。

　組合に関する法律によると、剰余金（利益金）の10％を教育訓練に投入するように規定さ

れている。教育訓練委員会は３名で構成され、教育プログラムを作成し、４局のラジオ放送

を通じて法律問題・組合規則等を、女性向けに衛生・家計・栄養を、青年向けに健康・家族

計画・ジェンダー問題を毎日放送している。農業暦に従って作付け、土壌、収穫等に関する

月刊雑誌を刊行し、本部と地方を結ぶ50名のコーディネーターに対する農業、法律、会則、

リーダーシップなどの教育を行っている。最近は農家、特に小農経営に力を注いでいる。

　教育訓練に関する課題としては、一貫した教育体系がないこと。人事、給与、信用回収な

どの各委員会に対する教育が欠けていること。あってもばらばらに行われていて、統合する

段階にきていることである。

　組合資金での学生への奨学金制度があり、現在の指導者はほとんどこの給付を受けてき

た。ただ、役員になると、もう教育訓練を受けなくなるのが問題である。教育制度が確立さ

れていない。
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　教育訓練は、将来の組合の指導者育成もひとつの目的である。パラグァイには、組合指導

者育成プログラムは存在しない。過去、スウェーデンの組合派遣オランダ人専門家の報告書

があるのみである。

　50年の伝統があり、組織もしっかりしており、パラグァイ経済が良くないなかで、経営内

容は順調である。

３－２－７　CEDIAL（コンサルタント会社）

（1）訪問の目的

　本プロジェクトの企画に役立つ率直な意見を聞き出す。パラグァイにおける教育訓練ニー

ズや政府実施の教育プログラムに関する感想、意見など。

（2）得られた情報

　企業の開発を目的とした、営利を目的としない民間のコンサルタント会社。1991年設立で

既に10年の歴史をもつ。1993年に商工省から産業に便益をもたらす機関として認証を受け

た。最近、サービス品質に関する ISO9002 を取得した。従業員 22 名、そのうち７名がフル

タイムのコンサルタントである。必要に応じて外部の専門コンサルタントに委託する。米

国、EC から大学生の研修生を受け入れ、研修を手伝わせている。

　32 名の企業家から成る企業顧問委員会があり、役員会は８名の企業家から成る。

　活動内容は産業開発、企業運営改善を目的とした企業の技術面の指導、訓練コースの開

催、パラグァイ企業の外国とのコンタクトの仲介であり、パラグァイ企業の国際化をめざす｡

　企業連携プログラム（P. A. E.）は、IDB、台湾の技術及び資金に依存し、60 ～ 80％の補

助金がある。

　教育ニーズに関しては、IDB 資金で 2000 年に大統領府企画庁／商工省が行った中小企業

110社アンケート調査があり（フロッピーディスク入手）、コンサルタント部門、訓練部門の

それぞれの優先順位は下記のとおりである。

コンサルタント部門：①マーケティング／営業　②情報システム　③国際貿易　④事業

　　　　　　　　　運営　⑤生産管理　⑥技術革新　⑦品質管理　⑧財務　⑨法務　

　　　　　　　　　⑩人材開発

訓練コース　　　　：①生産技術　②情報技術　③品質管理　④マーケティング／営業

　　　　　　　　　　⑤税務　⑥組織管理　⑦経営管理　⑧企業文化　⑨会計　⑩人事

　　　　　　　　　　管理　⑪事業計画策定
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　政府の教育プログラムについては、CEDIALは CEPAEともUIP とも連携をとっている。

CEPAE ：零細企業（従業員 10名までの）を主に対象としている。

UIP ：中小企業（10～50名までの）を対象とし、だれでも参加できるオープンな良

　質の訓練である。

CEDIAL：中小企業対象で１企業又は、同じグループ企業に限定した訓練である。

　パラグァイ中小企業の９割が国際的な経営モデルを行っておらず、経営者が１人で財務、

生産、販売など全部を行い、その結果非効率な経営になっている。中小企業経営者が研修を

受けることで問題がどこにあるか分かってくるので、プロジェクトは的を射た企画である。

国内でも１割の企業が近代的経営を行っているが、これが残り９割の鏡になり得る。

　教育手法に関し、従来型の教室でのオープンタイプで学んだことが、なかなか実践に結び

つかない面があり、教育手法の開発や改善も重要であるとの指摘があった。

　企業診断については、企業からの依頼を受け、診断し、企業の改善点を提案する。企業の

改善点に関するセミナーや訓練を行い、改善実践のフォローアップ、評価までを４か月ぐら

いで行うとの説明を受けた。

３－２－８　イタプア生産者連盟㈱（UPISA）

（1）訪問の目的

　プロジェクトの受益者たる中小企業の経営者、管理者から直接、教育訓練ニーズを聞き出

すとともに、政府機関が提供する教育プログラムに対する率直な意見を聞き、プロジェクト

の企画に役立てる。

（2）得られた情報

　イタプア県の肉牛、ブタ、飼育生産者 70 名が株主となり、ウシ、ブタの屠殺から、冷蔵

肉やハム、ソーセージ加工まで一貫作業で行う工場。最近設立され、テスト運転中で、作業

員を入れて現在 25 名（うち４名が事務職）。本稼働すれば、200 ～ 250 名になる。ブラジル

から技術指導員を受入予定。１時間60頭の屠殺処理能力。資金の60％は自己資金で賄い、

40％は IDB より年８％で借りた。

　企業経営者として目下の最大の課題は、防疫等食品衛生上のリスクがない生産を遂行する

ことであり、商工省など政府機関が訓練などを実施してくれていない、少なくとも参加した

ことはない、という。

　一度、銀行の行う研修に参加したことがあるが理論的で、実務的ではなかった。研修ニー

ズとしては、食品加工上のマニュアル作成や、食品リスク管理マニュアル、原料の受入れか
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ら出荷までのリスク管理に関し強く要望。

　どのような訓練コースの内容であれば約300km離れたアスンシオンまで行っても参加する

かとの問いに対し、ISO取得や生産コスト分析研修であれば、１～２名を１週間でも受講出

席させる。授業料についても、研修向上にはコストがかかることを理解しているので問題な

い。

３－２－９　大統領府企画庁

　政府の様々な政策立案を行っている同庁を表敬訪問するとともに、政策担当の立場から中小企

業振興策についての意見を聴取することを目的として会議に臨んだ。応対した局長のMario Ruiz

Diaz氏は、政府方針において中小企業対策は重要課題として位置づけられていると語り、以下の

説明を加えた。

　まずその理由は、零細・中小企業がカバーする分野が大変幅広く、企業数で全体の 80 ～ 90％

にのぼるうえ、GDPへの貢献も大きい。また、雇用創出という側面からもその重要性が認識され

ているためだ。

　本プロジェクトに対しては、中小企業に対する単なる援助というより、人材育成というテーマ

が設定されていることを評価したいという。なぜならメルコスールへの加盟以降、グローバル化

への対応、商取引地域の形成という観点から、人とモノの動きが活発化しているが、ブラジルや

チリの人材開発が進んでいるので、どうしても押されてしまう。両国とも人材育成には力を入れ

てきた経緯があるので、当国においても重点課題として取り上げているとのこと。

　職業訓練については、職業訓練校（SNPP）が独占的に実施していたが、IDBの提案により、民

間部門に委託すべきという方向性に決まった。

　同氏から、人材育成プロジェクトの展開にあたっては、対象を幅広く考えてほしいという要望

があり、かつ CEPAE のほか、関連する団体などとの協力・参画を進めるという提案があった。

３－２－ 10　米州開発銀行（IDB）

　パラグァイの中小企業開発のために多額の投資を伴う支援を行っているIDBから、どのような

支援策が効果を発揮しているか、あるいは、どのような仕組みで効果を発揮せしめるべきかなど

について意見聴取することを主たる目的として訪問した。

　IDBのパラグァイにおける活動規模は、スタッフ数でみると22名。うち管理職である事務所長

と部長がそれぞれ１名ずつ。分野別専門家が６名、財務担当が２名、コンサルタントが５名とい

う構成になっている。ちなみに IDBは、米国ワシントンD.C.本部に1,100～ 1,200名、その他26

か国に支所をもち、全スタッフ数は約 1,600 名。

　IDBはこれまでに、パラグァイに対して 5,600 万ドルの累積投資をしており、その実績から得
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られた経験を聞かせてもらった。それによると、中小企業の経営者は、教育訓練のような先行投

資にはあまり関心を示さず、その経費についても単なるコストであるという意識が強い。多国

間開発基金（MIF）による中堅技師訓練計画についても、参加者の８割がサービス業からの参加

になってしまい、当初想定した工業からの参加が結果として少なくなってしまったことにも、そ

の意識の有り様が表れている。

　IDB が商工省を通じて行っている中小企業に対する支援策としては、PR-100 がある。2001 年

５月に出された PR-100 のプロフィールⅡにおいて、中小企業の技術獲得と革新の支援、及びそ

の普及材料となり得る企業開発事業（SDE）の需要について、IDB資金で2000年に大統領府企画

庁／商工省が行った中小企業110社アンケート調査の結果が記されている。そして次の理由から

SDEを利用していないことが分かった。①支援の必要性を認識する企業家の運営能力に限界があ

る。②支援サービスを利用する習慣が少ない。③既存の供給に対する情報が不足している。

④サービス契約を行う財源が不足している。

　聞き取り調査を行った企業のうち、26％のみがこの３年間に企業相談事業を利用しているが、

人材育成事業を利用したものはこれより高い割合（65％）となっている。公的支援政策を利用し

たものについては、面接者５％のみが利用したと答えている。

　他の調査結果からも SDE の市場開発の可能性は高いとされているが、SDE 利用の限定要因と

なっている情報の不均衡、すなわちサービス供給側の提供内容と需要側のニーズとがマッチして

いないという状況を取り除く必要がある。これはPR-100が新たな局面を迎えてその仕組みを改

良したことによって改善される見込みである。

　IDBとの会談によると、産業界における教育ニーズは企業の経営管理について高いとのこと。

それは内部組織管理と技術面での改善の大きく２つに分類される。前者については、効率的組織

運営、人材管理、情報技術などのニーズが高く、後者では品質規格を取り入れた生産管理・デザ

イン、梱包などがある。

３－２－ 11　ドイツ技術協力公社（GTZ）

　本プロジェクト同様、他国の機関としてパラグァイ中小企業振興に関した協力「中小企業支援

結集計画」を行っているGTZから、同計画の概要を知るとともに、実行段階で得られたパラグァ

イ中小企業支援に関する諸課題や教訓を学ぶことを目的として会談をもった。面談者は、GTZか

ら商工省に派遣されているWolfgang Schutt 氏。「中小企業支援結集計画」は、商工省への訪問概

要で記述した「民間・公共協力コーディネーション」と呼ばれる考え方に基づくもので、多様な

支援プロジェクトを効果的に実施するための計画である。

　また、国際協力及び借款によるプロジェクト・プログラムの要請、及び実施を総括的に調整す

る目的で、GTZ援助による「クリーンかつ競争的な工業生産プロジェクト」、及び IDBの借款に
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よる「中小企業（PyMES）振興計画」との間で、両計画の活動範囲を紹介・伝達し、補うべき点

及び中小企業の開発に必要とされる点を分析するための調整業務が設けられた。

　Schutt 氏によればGTZは、商工省のニーズに合わせて支援を行っている。しかしGTZからの

支援だけではなく、いろいろな国々から様々な分野を対象として多岐にわたる支援が実施されて

きたが、それらを統合してその効果性を高めることにしているとのこと。

　本調査団に対しては、商工省が行っている産業支援策が民間部門に与えるインパクトを評価す

るようなプログラムを構築してほしいとの要請があった。

３－２－ 12　PROPARAGUAY

（1）訪問の目的

　輸出振興の主体組織として、中小企業振興策につき、どのようなことをしているか。関連

組織 CEPAE等との連携をどのようにしているか、またどのようなトレーニング、ニーズが

中小企業に必要かを探る。

（2）得られた情報

　PROPARAGUAYはチリで成功しているProchileの組織に倣い、1991年設立された。外務

省所轄の機関で、非伝統商品の輸出及び国内投資等の促進を目的とし輸出推進課、商業情報

課、投資促進課の３課から成る。総員 20 名。

　評議委員会は８名で構成し（外務大臣を委員長に６名の民間代表及びPROPARAGUAY総

裁）、パラグァイの競争力に関する活動遂行上の評価、機能の調整や支援を目的とする。

　PROPARAGUAY として自ら推進職員を派遣している外国事務所は、米国（ワシントン

D.C.）、イタリア（ミラノ）、チリの３国で、近々に台湾とブラジルに派遣予定。アルゼンティ

ンは以前派遣していたが、取りやめた。

　中小企業振興策として、パラグァイの輸出可能商品に関し、情報Webを通じて全世界に情

報を発信している。

　中小企業対象の教育訓練の重要性は認識しており、将来は行う予定であり、強化したいと

の発言あり。

　日本貿易振興会（JETRO）には対外貿易に関する教育訓練の要請を行っているが、JICA

として、商工省の枠のほかに外国資本誘致活動に関してPROPARAGUAY にも協力してもら

えるかとの質問があった。「輸出目標達成の投資計画」の有無についての我々の質問には、

ひたすら EDEP の説明に終わった。

　CEPAE との連携関係については、CEPAE が商品開発に責任をもち、その輸出は

PROPARAGUAY が行い、相互に連携しているが特に協定などはない。
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　輸出促進、外国資本誘致に関し大変重要な機関であるが、活発な活動が行われているとは

感じられなかった。

３－２－ 13　日本・パラグァイ職業能力促進センター（SPP-PJ）

（1）訪問の目的

　どのような教育ニーズがあり、どのようなテーマ・分野の訓練を供給できているかを探

る。

（2）得られた情報

　1989 年日本政府は技術系の基礎教育訓練を行う司法労働省職業訓練局（SNPP）に対して

無償資金協力７億円を投入、機材供与を実施して 10 名の個別長期専門家を派遣してきた。

　しかし、メルコスールの発足後、パラグァイ国内において新技術の導入、工場の自動化、

家電製品の普及が予想外に進み、産業構造の変化に対応する技術者の養成が急務になった｡

　パラグァイ政府は日本政府に対し、電気、電子分野の技術レベル向上を図るための職業訓

練の再編、短期技術向上訓練システムの確立、インストラクター養成、及び職業訓練の地方

拡大を目的にプロジェクト方式技術協力の要請をしてきた。これに応え、日本政府は1997年

９月～2002年９月の５年間の技術協力を行うことになった｡現在、長期専門家６名のほか、

短期専門家が派遣されて活躍している。

　パラグァイ産業界としては、第一次産品に加工を加える付加価値技術が必修であるが、メ

ルコスール近隣諸国に比べて相当に遅れており、従来の基礎養成訓練コース（第１次の技術

援助の成果により、パラグァイ人によって自立的に運営中）だけでは間に合わず、既に職を

もつ在職者に、これからすぐ必要な技術である電気・電子・制御技術及び冷凍空調技術の短

期間の訓練を開始した。

　2001年１年間の在職者訓練は3,500名に達する。ほかに指導員再訓練コースをもち、工業

高校、民間訓練施設のインストラクターも含め、年間100名を養成してパラグァイの技術向

上に貢献している。技術訓練のほかに、教育施設管理運営方法と教育技法も教授している。

　SNPPの地方施設での訓練要望にも、専門家の派遣と指導員再訓練を受けた地方出身イン

ストラクターとで機材持ち込みで対応し、2001年は電気・冷凍などで９コースを実施してい

る。

　教育ニーズは、メルコスール発足後、新技術製品が急流入しており、短期間での在職者教

育訓練の必要度が高い。農畜産品の加工には、自動化など電子コンピューター制御機器対応

技術や、食肉冷蔵冷凍技術、空調技術、電気技術を教育訓練分野として行っている。その他

一般パソコン研修、パソコン組み立て研修の要望が強い。
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　教育訓練上の特性としては、在職者対象であり、夜間授業が主体で午後６時から９時半ま

でである｡翌日仕事があり、治安上からも10時までが限度とのこと。また、毎日は無理があ

り、週２回で４週コースが多いとのこと。修了試験を行い、落第者には修了証を与えない厳

しさがある。

　政府の行う教育訓練は無料であり、授業料は徴収できない｡（政府は民間企業より一種の税

金を取り、学校に給付する仕組みになっている。）

　C／P二十数名は、勉強できるのでやめる人はいない。しかし１か所の給与だけでは生活

できず、別の仕事をもつ。

　また、資格制度がなく、上位をねらう仕組みがないなどの問題点がある。

　訓練体系図は、受講者が全体教育の中での教育モジュールの位置づけが分かるとともに、

そのまま広報活動の資料としても活用できるようになっている。

　将来の意欲的方向としては、現在の技術そのものの指導だけでなく情報技術、生産管理、

品質管理技術等も視野にメルコスール内の隣接国にも拡大したい意向とのこと。
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